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答

弁

第

四

二

号 
   

衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
参
加
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 

内
閣
衆
質
一
〇
九
第
四
二
号 

昭
和
六
十
二
年
十
月
三
十
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
参
加
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の

1
(1)
及
び

(2)
に
つ
い
て 

協
定

3
に
い
う｢
そ
の
他
の
取
決
め｣

と
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
の
個
々
の
研
究
事
業
に
実
際
に
参
加
す
る
た
め
に

個
別
に
結
ば
れ
る
取
決
め
を
指
す
。 

一
の

1
(3)
に
つ
い
て 

｢

提
供｣

の
主
体
は
、
米
国
政
府
あ
る
い
は
我
が
国
政
府
で
あ
る
。 

一
の

1
(4)
に
つ
い
て 

そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
と
は
、
我
が
国
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
国
家
公
務
員
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

二
十
号
）
、
外
務
公
務
員
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
、
自
衛
隊
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

五
号
）
、
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
を
、
ま
た 



一
の

3
に
つ
い
て 

一
の

2
に
つ
い
て 

一
の

1
(5)
に
つ
い
て 

二
の

1
に
つ
い
て 

米
国
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、E

X
E

C
U

T
IV

E
 O

R
D

E
R

 12356(

米
国
大
統
領
令
一
二
三
五
六)

を
指
す
。 

個
別
の
契
約
そ
の
他
の
取
決
め
に
従
つ
た
作
業
の
実
施
の
過
程
に
お
い
て
米
国
の
資
金
に
よ
つ
て
創
出
さ
れ

た
情
報
の
秘
密
指
定
の
権
限
は
、
米
国
政
府
が
有
し
、
そ
の
指
定
は
、
米
国
の
基
準
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
参
加
の
た
め
に
秘
密
保
護
に
関
し
新
た
な
立
法
を
行
う
こ
と
は
考

え
て
い
な
い
。 

｢

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定｣

と
は
、
例
え
ば
、
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
を
指
す
。 

四 

 



二
の

3
に
つ
い
て 

二
の

2
に
つ
い
て 

⑤ 

秘
密
の
保
管
を
厳
重
に
行
う
こ
と 

④ 

受
渡
し
、
複
製
等
秘
密
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
手
続
を
厳
格
に
す
る
こ
と 

③ 

秘
密
の
表
示
を
明
確
に
行
う
こ
と 

② 

秘
密
の
保
護
の
責
任
者
を
明
確
に
す
る
こ
と 

① 

秘
密
を
取
り
扱
う
者
の
範
囲
を
必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と 

等
で
あ
る
。 

規
程
の
対
象
と
な
る
秘
密
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
に
係
る
我
が
国
と
米
国
と
の
間
の
技
術
の
交
流
に
係
る
秘
密
で 

規
程
の
内
容
は
、 

通
商
産
業
省
は
、
秘
密
保
護
に
関
す
る
省
内
訓
令
で
あ
る
規
程(

以
下｢

規
程｣

と
い
う
。)

を
制
定
し
て
い
る
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
の

4
に
つ
い
て 

規
程
は
、
通
商
産
業
省
の
職
員
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
職
員
以
外
の
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
、
規
程
に
は
罰
則
の
規
定
は
な
い
。 

米
国
政
府
よ
り
提
供
さ
れ
た
情
報
が
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
第
一
条
第
三
項
に
規

定
す
る
防
衛
秘
密
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
法
の
対
象
と
な
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研

究
参
加
の
た
め
に
同
法
の
改
正
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

我
が
国
よ
り
の
輸
出
規
制
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
へ
の
参
加
に
関
す
る
政
府
間
協
定
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
の
国
内
法
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

あ
る
。 

六 

 



五
の

4
に
つ
い
て 

五
の

3
に
つ
い
て 

五
の

1
及
び

2
に
つ
い
て 

い
か
な
る
情
報
が
秘
密
指
定
さ
れ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
一
般
的
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
個
別
の
契

約
そ
の
他
の
取
決
め
の
締
結
の
過
程
に
お
い
て
秘
密
情
報
の
指
定
範
囲
が
個
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
、

個
々
の
参
加
者
は
、
取
決
め
の
締
結
の
段
階
で
、
い
か
な
る
情
報
が
秘
密
指
定
さ
れ
る
か
知
り
得
る
立
場
に
あ

る
。 第

五
世
代
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
開
発
計
画
の
よ
う
な
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
る
計
画
に
係
る
情

報
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
企
業
等
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
参
加
を
理
由
に
米
国
政
府
が
秘
密
指
定
を
行
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
。 

我
が
国
国
内
に
お
い
て
米
国
政
府
が
御
指
摘
の
査
察
を
行
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。 

七 

 



 

八 

右
答
弁
す
る
。 




